
遺伝子組換え作物栽培試験評価委員会 (仮称)

○委員の構成　消費者、生産者、研究者、学識経験者、
　　　　　　　１５人以内

○評価の観点　一般作物との交雑や混入を防止

○表決方法　　出席委員の１／２以上

試験研究機関等が行う栽培試験の実施条件の概要
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１．栽培試験の許可

２．試験研究機関等の義務

○　栽培試験全体を総括する栽培試験責任者を置くなど、厳重な管理のもとに栽培試験が実施される体制の整備
○　一般作物との交雑の防止、一般作物の種子や収穫物への混入の防止
○　栽培試験終了後の遺伝子組換え作物の処理や収穫物の使用・搬出等に関する状況の記録、保管
○　一般作物への交雑の有無を確認するためのモニタリング措置の実施、その結果の知事への報告及び公表
○　一般作物との交雑や混入の恐れのある事態が生じたときの知事への報告及びその指示に従うこと
○　一般作物との交雑や混入など不測の事態が生じたときの知事への報告など必要な措置

申請受理栽培試験計画
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